
 
              

（令和６年４月１日発表） 

                   

「ハラスメント撲滅宣言」の実施 

別紙資料  有 ・ 無  

 

◆アピールポイント 

・静岡市と静岡市議会は、全職員及び全議員が一丸となり、ハラス 

メントの撲滅・防止に取り組みます。 

・その決意を明らかにするために、全職員及び全議員がハラスメント

撲滅を宣言します。 

◆日時 宣言日 令和６年４月１日（月） 

◆内容など 

１ 目的 

職員及び議員一人ひとりが、ハラスメントの正しい知識を持ち、ハ

ラスメント行為を絶対にしない、させない、見過ごさないという意識

を再認識し、安心して働ける健全な環境、職場風土等を醸成する。 

 

２ 対象者 

全職員（市長、副市長含む） 9,776 名 

全市議会議員 ４７名 

 

３ 宣言の実施方法 

・各職員による宣言はペーパーレスで実施します。 

①各職員は別添「静岡市パワーハラスメント、セクシュアル

ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラ

スメント防止に関する基本方針」を確認します。 

②各職員は別添「ハラスメント撲滅宣言」の２ページ目以降

の「『ハラスメントの撲滅』のためのチェック項目」を全て

チェックすることで、ハラスメントになり得る言動を確認

します。 

③各職員は、①②を確認した上で、パソコン上で「ハラスメ

ント撲滅宣言」に記名し、上司に提出します。 

 

 

【問合せ】 

（職員の宣言について）人事課(静岡庁舎新館９階) 

     担当 小久保、成岡 

電話 ０５４－２２１－１００９ 

（市議会議員の宣言について）議会総務課(静岡庁舎本館２階) 

     担当 山内、菅澤 

電話 ０５４－２２１－１１５８ 

報道資料 






























